
松阪市指定管理者審査選定委員会における審査結果報告について

指定管理者の選定について、審査を行った結果、次のとおり候補者を選定しました。

指定管理者候補団体は、議会の承認を得た後に、正式決定となります。

1.対象施設等

施 設 名 称 松阪市飯南高齢者生活福祉センター

指定予定期間 平成 26 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで（5 年間）

2.応募団体数等

公募の結果、1 団体からの申請がありました。

3.審査選定過程

松阪市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例第 4 条に基づき、5 名の審査委員によ

る審査を実施。

4.審査選定委員会の開催日

第 1 回審査選定委員会 平成 25 年 8 月 20 日（火） 募集方法、審査方法等の協議

第 2 回審査選定委員会 平成 25 年 10 月 7 日（月） 申請団体のプレゼンテーションと書類審査

5.審査選定方法

指定管理者の募集にあたり、予め審査基準を決定･公表し、指定管理候補者として審査点の合計点

が 135 点（60%）を上回らなければならないこととした。

6.審査選定結果

指定管理者候補団体 松阪市社会福祉協議会 175.4 点（評価の詳細は次ページ参照）

･主な評価内容等

審査選定の結果、各委員の合計平均点が、135 点を上回っており、現在も松阪市飯南高齢者生活

福祉センターを良好に管理しているとともに、施設目的に合致した団体であり、今後においても適

切な管理運営が期待できるものとして、指定管理者の候補者とすることは適当であると判断した。

今後も、地域福祉の拠点として、より一層の事業展開を期待するとともに、指定管理料の水準と

その根拠をより明確にされたい。

７.審査選定委員

所属団体 ･ 役職名 氏 名

委 員 長 元三重中京大学 教授 村林 守

副委員長 東海税理士会松阪支部 理事 中谷 悦子

委 員
伊藤行政書士事務所 伊藤 義徳

飯高地区民生委員･児童委員協議会 会長 木下 康次

飯南地区民生委員･児童委員協議会 副会長 松本 豊子




